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研究成果の概要（和文）：昨今の農業経営政策では、かねてより担い手自身の主体的成長を促す政策体系へのシフトが
望まれてきた。本研究は従来の政策支援の効果を高め、農業経営者の主体的経営改善を促進するため、段階的支援方策
のあり方について検討を行った。
具体的には、まず国際比較の観点から、農業の担い手に対する政策支援の実態と効果的な支援のあり方について日本と
カナダの比較研究を行った。また、国内については経営者能力の高度化に従った必要支援策の変化を確認するとともに
、成長初期段階における支援策のあり方を検証した。さらに、高度な経営については、資金需要に焦点を当て、企業的
農業経営と金融機関取引の実態を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：In recent years, it is expected in farm business polices to encourage proactive 
farm business development. This study considers the phase-in policy systems which are more effective and 
which can encourage the proactive farm business development. First, international comparative study 
between Canada and Japan was conducted to evaluate the actual conditions of supporting policies for 
business farmers. Second, in Japan, the study confirmed that policy measures have been changed according 
to the upgrading capability of business farmers, and verified the desirable policy support for farmers at 
early stage of their business development. As for the forefront business farmers, the study focused on 
their demands of funds, and revealed the actual situation especially about the relationship between 
business farmers and financial institutions.

研究分野： 農業経営学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１． 研究開始当初の背景 
1993 年に農林水産省により創設された認

定農業者制度は、農業者自身が農業経営の面
積規模拡大、生産方式の合理化、労働生産性
の向上などを柱とする農業経営改善計画を
作成し、5 年後にそこに掲げた各種目標を達
成すべく努力するという意思表明のもと、提
出された計画書について、市町村が妥当と判
断した者の認定がなされるというものであ
る。そこには、認定農業者に対する低利融資
や農地の利用集積などを通じ、担い手を育成
しようとする政策意図がある。同制度の各地
での認知度は高く、当時の認定農業者数は 24 
万 6 千人を数えていた（2011 年 3 月）。 
一方、認定農業者の経営改善効果には、多

くの疑問や批判が示されてきた。その主な論
点は、①経営改善計画の策定にかかる問題点
（自治体間にみられる認定基準のバラツキ、
内容の形式化、目標が示されるだけで実現へ
のプロセスが不明など）、②認定された経営
改善計画の実行・点検にかかる問題点（計画
の達成状況の点検や達成に向けた支援が十
分でない、前回計画の未達成となった原因が
検証されないまま再認定が行われるなど）、
③認定農業者に対する支援の範囲や程度に
かかる問題点（支援「完了」の青写真が描け
ていないなど）であった。 
さらに、認定農業者が内包する課題につい

ては、2011 年 3 月の行政刷新会議において
も取り上げられ、要見直しとの判定が下され
た。判定の詳細をみると、１）持続的な経営
改善に必要な PDCA サイクルの再構築、２）
審査基準の見直し、３）集積に向けた取組の
支援策の強化といった具体策について早急
に検討を行うこととされ、より意欲のある農
家にとって有益な制度となるよう見直しが
求められた。 
この行政刷新会議の指摘については、農林

水産省が即応し、2012 年 3 月に認定農業者
制度の見直しが公表された。その内容は、１）
地域の中心となる経営体を選定するに当た
っては「人・農地プラン」との連携ないし整
合性を十分考慮すること、２）当科研課題メ
ンバーによる研究成果（挑戦的萌芽研究 H23
～H24）が積極的に採用された同月公表の「新
たな農業経営指標」を活用し、毎年の認定農
業者自身による自己チェックを徹底すると
ともに普及指導センターや農業団体等と連
携し、指導・助言を実施するというものであ
った。しかし、作成された経営指標は小規模
家族経営向けの一部のものに限られていた
ほか、農業経営者の意欲改善に向けた方策と
して期待される、経営改善状況や達成度に応
じた段階的支援施策の構築については着手
されていなかった。 
このように認定農業者制度は、日本の農業

担い手政策の根幹をなす施策として極めて
認知度が高く、農業経営者の育成・発展を支
える重要な施策体系と位置づけられながら
も、農業経営者個々の事情に応じたきめ細か

い支援につながる施策の枠組みとしては、未
だ不十分なものとなっていた。 
 他方、学術面からみれば、農業経営学分野
における担い手育成や農業経営発展のため
の理論研究は必ずしも進んでいなかった。 
かつて、新山[1]は、畜産の経営発展モデル

として、①生産規模の拡大を志向する農業経
営が、②企業形態の転換を果たし、その画期
を経て③事業の多角化や企業グループ化に
つながる道筋を示し、木村[2]は、副業的家族
経営に端を発した経営成長過程が、生業的家
族経営や企業的家族経営を経て企業経営に
向かう経営成長の枠組みを示した。しかし、
農業経営が現在置かれたステージから次の
ステージへと発展する際のダイナミズムの
具体的プロセスが学術上明らかにされたこ
とはなかった。 
そこで本研究が重視したのは、梅本[3]が指

摘する「経営者マインドの向上」であった。
すなわち、今後の担い手育成にとって重要な
のは、ビジネスとしての農業など具体的に描
かれた目標に向かって不断の経営改善に取
り組む際の、経営者マインドや改善意欲を補
強する包括的なプログラムの開発であった。
なお、農業経営者の意欲の問題については、
鈴村[4]が経営者意欲の把握手法について検
討を行っていたが、実際の農業経営支援の仕
組み方が経営者の意欲にどのように関連し、
経営成果をどう左右するかという点につい
ては解明されていなかった。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、企業的農業経営育成の観点から、
主体的な経営改善の取り組みにつながる農
業経営支援方策について、既に本科研課題の
研究成果が採用された「新たな経営指標」を
活用・発展させつつ、政策支援に加えて民間
支援を動員する形での包括的支援方策のあ
り方を検討することを目的とした。 
また、本研究の実施に当たっては、政府の

農業担い手政策を推進する農林水産省経営
局経営政策課とも緊密な連携を取ることが
想定されており、認定農業者のさらなる運用
改善やより有効な包括的農業経営支援プロ
グラムの構築など、具体的な政策立案に直接
的に資することも重要な目的の一つであっ
た。 
具体的には、１）農業経営の改善に向けた

取組の内容やプロセス等の実態について、日
本とカナダ（主として 2013 年度にプログラ
ム刷新される予定の「Growing Forward 2」
の実施動向に着目）の比較を行いながら検討
するとした。このカナダ方式の経営改善プロ
グラム（165 項目におよぶ経営改善チェック
項目にもとづく対話式の経営改善プログラ
ム）については、日本国内において試験適用
し、その効果検証などを実施することも予定
していた。 
また、２）日本国内の農業経営改善に向け

た支援施策体系については、改善効果を高め



るとともに改善状況をきめ細かく管理可能
なように、支援体系を「階梯化」する仕組み
の構築について検討を行うこととしていた。
その際、特に中堅階層以下の経営管理水準で
ある農業経営を対象としたとき、支援方法に
よって、支援対象とする農業経営者の意欲の
増進がどのように図られるかについても併
せて検討を行うこととした。 
さらに、３）規模や販売金額などが高まり、

高度な経営管理水準が求められる経営につ
いては、特に金融面に着目した政府による認
定農業者向け貸出市場への関与のあり方に
ついて、金融機関による融資審査・モニタリ
ングに学びながら検証し、民間金融機関も含
めた多様な資金供給者が自由に金融取引に
参加できる環境について考察することとし
ていた。その上で、農業経営発展に対して望
ましい金融機関の連携・支援のあり方を提示
することとしていた。 
 
３．研究の方法 
（１）研究対象と分析視角 
まず、本研究の前提として、現在の認定農

業者およびその予備軍を表１のように区分
し把握する。その上で、それぞれのステージ
にある経営がどういった過程を辿りながら
経営発展を遂げ（ステージ１から２へ、２か
ら３へ）、どういった場合に発展段階の退行
を経験するか（高齢化や意欲の減退による規
模縮小など）など、経営成長にかかるプロセ
スのあり方を明らかにする。同表は、現在の
認定農業者であっても、実態を伴わない者
（当該経営が制度本来の趣旨から外れてお
り、経営者自身に改善の意志がない）は考察
対象に含まないが、逆に現在認定農業者でな
くても意欲・能力が十分にある販売農家をス
テージ０と認定した。 
 一方、農業経営研究では、部門・作目に限
定をかけた分析が多くみられるが、本研究に
おいては、その趣旨に鑑み、全ての部門・作
目の経営を分析対象とする。 
 
表１ 本研究が当初想定した農業経営のス
テージ区分（詳細は部門などにより異なる） 

 
（２）分析項目 
本研究では、上述の画期区分を前提にした

上で、以下の３つの分析視角を設け、研究参
画者が分担して研究を実施した。 

１）本研究に先立つ挑戦的萌芽研究では、経
営発展段階を踏まえた階梯的支援方策を行
う前提として必要とされる「農業経営者の能
力の現状を計測するための測定ツール」につ
いて特定の調査様式の有用性が認められる
など一定の方向性が見いだされた。そこで、
本研究では、主として上記のステージ０から
ステージ２までの農業経営者を対象とし、先
に開発された能力測定手法を用いつつ、農業
経営の成長意欲を高めることを目的とした、
階梯的ソフト支援の方策をより具体的に検
討することとした（鈴村担当）。 
２）認定農業者の中でも、トップ層の企業的
農業経営（主としてステージ２および３：雇
用労働の積極的導入を図り、高度な経営管理
と革新を通じ、経営要素の他産業均衡収益及
び企業利潤の獲得を目標とする経営）を対象
とした上で、政府による認定農業者向け貸出
市場への関与のあり方、および民間金融機関
も含めた多様な資金供給者が自由に金融取
引に参加できる環境を考察し、農業経営発展
に対して望ましい連携・支援のあり方を提示
することとした（森担当）。 
３）カナダの農業経営改善プログラム
「Growing Forward」（2013 年度より「Growing 
Forward 2」に刷新される予定）に基づき、
同国オンタリオ州・サスカチュワン州政府な
どが取り組んでいるチェックリストを活用
した農業経営者の取り組みの実態把握を行
う。そして、どのような農業経営の具体的取
り組みが経営改善・経営発展に有効かを検証
することとした。また、これに加えて、カナ
ダ版の取り組みチェックリストを日本版に
改良し、わが国の農業経営をめぐる内部環
境・外部環境にふさわしい取り組み指標の開
発、ならびに、各経営改善ステージに応じた
取り組みの実態分析および効果検証を行う
こととした（内山担当）。 
 
４．研究成果 
鈴村は、本研究に先立つ挑戦的萌芽研究に

おいて認定農業者を対象とした階梯的支援
方策のあり方を研究してきたが、本研究に際
しては、分析対象を新規就農者に絞り、就農
初期段階における望ましい支援策のあり方
を解明した。 
分析には全国農業会議所が実施した新規

就農者を対象とした悉皆調査である「新規就
農者の就農実態に関するアンケート調査」
（2013 年 12 月実施）のデータを用い、本科
研チームが上記アンケート調査との接続を
想定して独自に実施した新規就農者アンケ
ートとの接続分析を行った。その分析から、
就農目的別、就農形態別、経営経過年数別に
みた必要とされる支援策の特徴を明らかに
した。具体的には、本科研により実施したア
ンケートの中に仕組んだ経営者能力指標に
基づき経営者能力因子得点を析出し、これら
得点と必要支援策との関係を明らかにした。 
分析では、新規就農者を理想中心で就農ま

ステー
ジ 

想定 
販売金額 

想定 
経営数 

重視される課題 

３ 5,000 万円
以上 

約 1 万 運転資金需要の拡
大と金融機関との
取引関係 

２ 1,500～
5,000 万円 

約 7 万 経営管理の高度
化・法人化 

１ 500～ 
1,500 万円 

約 16 万 簿記・栽培記録な
どの記帳 

０ 500 万円 
未満 

― 経営管理の基礎の
確認 



でに長期を要した「理想追求タイプ」と現実
的目的のもと短期間に就農した「現実主義タ
イプ」の二つのグループに分け、それぞれに
必要とされる支援策の特徴を明らかにした。
また、新規就農からの経営経過年数に応じて
も必要支援策が漸次変遷していくことが統
計的に確認された。 
さらに、因子分析の結果析出されたリーダ

ーシップ因子得点、販売・マーケティング因
子得点、財務・経営分析因子得点などいくつ
かの因子得点を軸に据えた座標表面上にお
いて、それぞれの必要支援策の得点の平均値
を上記 2 タイプの新規就農者別に分析し、 
新規就農者のタイプによって必要支援策が
大きく異なることを明らかにした。これらの
ことから、①新規就農者向けの支援策の構築
は，既に経営基盤が確立した認定農業者と連
続的に仕組まれるべきこと、②新規就農者に
対する支援策の構築にあたっても経営者能
力を十分加味した制度設計が望まれること
などが明らかとなった。 
森は主に、認定農業者の中でもトップ層の

企業的農業経営を主な研究対象とし、研究成
果は、以下の通りである。 
（ａ）農業経営学、農業金融論、中小企業金
融論に依拠しながら、農業金融における新た
な手法や体制整備の課題を明らかにした上
で、多様な農業経営主体に対する農業金融手
法を確立するための理論枠組みを提示した。 
（ｂ）農協以外の民間金融機関が積極的に行
ってきている、農業融資以外の農業者への支
援の実態と課題をビジネスマッチングに注
目して整理し、民間金融機関による農業者へ
の支援のあり方を提示した。 
（ｃ）全ての信用組合・信用金庫・農協に対
して、農業融資に関する実態に関するアンケ
ート調査を実施し、協同組織金融機関におけ
る農業融資の実態と課題を明らかにした。 
（ｄ）全国の企業的農業経営に対し、農業金
融に関するアンケート調査を実施し、民間金
融機関との取引における実態と課題を明ら
かにした。 
内山は、カナダにおける農業経営支援施策

「Growing Forward 2」の内容を整理すると
ともに、我が国における農業経営支援施策の
あり方について考察を加えた．現地調査を行
ったオンタリオ州・サスカチュワン州では、
第一に、農業経営の改善に向けたソフト面の
支援の重要性と有効性が認識されているこ
と、第二に、農業者による主体的な経営改善
の取り組みと民間セクターの活用を重視し
ていることが明らかになった。一方、２州で
共通して聞かれた問題点は、民間セクターの
アドバイザー料金の高騰である． 
これらの内容から農業経営支援政策への

含意として次の３点を示した．第一に、農業
経営発展に資するソフト面での支援施策の
実施体制をいかに構築するかである．従来の
普及事業と民間セクターの協働、さらには民
間セクターの育成をいかに展望するかが課

題となる．第二に、主体的な経営改善の取り
組みの重要性である．我が国でも、「新たな
農業経営指標」などの仕組みはあるが、農業
経営指標の発展的な改訂、個々の農業経営に
おける改善点と実際の支援内容を同調させ
る政策プログラム設計も必要となる．第三に、
地域の置かれた農業構造や普及体制に応じ
た農業経営支援体制の構築である．オンタリ
オ州では、普及組織のマンパワー不足と、ト
ロント都市圏を抱え、多様な農業が展開され
ている地域特性を反映し、民間セクターを積
極的にとりこんでいる．一方、サスカチュワ
ン州では、伝統的な普及体制が一定程度維持
されている．我が国において、農業経営の主
体的な経営改善の取り組みを伝統的に支援
してきたのは、協同農業普及事業であるが、
近年では普及指導員の業務多様化や人員減
少、民間による農業者支援の拡大、先進的な
農業者の増大などの状況変化がある．我が国
において農業経営にどのような支援サービ
スが提供できるのか、普及事業と民間活力の
あり方を、農業経営学の見地から改めて検討
する必要があること、具体的には、カナダで
見られたようなワークショップ形式による
支援、農業者同士の情報交換による経営発展
支援などを、我が国においても地域の普及体
制や農業構造などの状況に応じて取り入れ
ることが検討課題となることを示した． 
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